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 発電事業者 様 

 

離島における系統接続再開のご案内について（風力発電設備） 

 

 

平素は当社の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、離島では、再生可能エネルギーの導入が進んでいることにより、接続条件について

個別協議を行なっている風力発電設備（注）のお申込みについては、出力制御システムが整備

されるまで、系統接続をお待ちいただいておりました。 

 しかしながら、現時点においても、出力制御システムの開発時期が未定となっており、系

統接続の再開時期が見通せない状況が続いています。 

 このため、長期に亘る系統接続保留を解消するため、下記のとおり系統接続条件を見直し、

系統接続の再開を行ないますので、系統接続条件に同意いただける発電事業者さまにおかれ

ましては、系統接続再開のお手続きを進めていただきますようお願いいたします。

（注）接続条件の個別協議：電力会社からの出力制御の要請に無制限無補償で応じていただくこと 

 

記 

１ 系統接続の条件の見直し 

  〔現 行〕出力制御システムが整備された以降に系統接続を再開。 

  〔見直し〕発電事業者さまは、出力制御システムが整備されるまでの間について、当社

と協議のうえ、出力制御に応じていただくこと及び出力制御システムが整備

された後は、当社の求めに応じ、出力制御を行なうために必要な機器の設置、

費用の負担、その他必要な措置を講じること。 

２ 系統接続再開の手続き等について 

  別紙１のとおり。 

以 上 

 

【送付元】   九州電力株式会社  ○○配電事業所   

〒○○○-○○○○  福岡市渡辺通 2-1-82 

℡0120-986-○○○（平日 9：00～17：00） 

契約関係：託送○○グループ 

技術関係：○○○○グループ 

《九州電力からの重要なお知らせ》 



〔別紙１〕 

 

○ 系統接続再開のお手続き 

本書類到達以降、系統接続までのお手続きの流れは次のとおりです。 

 

① 離島における系統接続再開のご案内と工事費負担金の請求（本書類） 

 【九州電力⇒お客さま】 

② 「離島における風力発電設備の出力制御に関する確認書（別添）」の提出 

【お客さま⇒九州電力】 

③ 工事費負担金の入金 

【お客さま⇒九州電力】 

④ 出力制御システムが整備されるまでの間の出力制御方法について（協議） 

【お客さま⇔九州電力】 

⑤ 工事 

 

⑥ 連系開始 

 

 

○ 「離島における風力発電設備の出力制御に関する確認書（別添）」について 

・ 出力制御の同意事項について 

系統接続を希望される発電事業者さまは、出力制御の同意事項全てに同意をいただく

必要がありますので、記載内容を十分にご確認ください。 

 

・ 当面の制御方法について 

出力制御システムが整備されるまでの間の出力制御方法について、いずれかを選択く

ださい。詳細の出力制御方法については、管轄の事業所と協議ください。 

 

 

 

以 上 

 


